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【第１節 基盤整備計画】 

 

１．水資源・水利用 

 

本町の水源は、東丘・三和の両水源ともに国有

林内河川の自然表流水に大きく依存しており、特

に国有林 2348 林班は、水源かん養林※として分収

造林計画が樹立されており、今後も水資源の保全

に努めていく必要があります。 

本町の水道事業は４次にわたる拡張事業を重

ねながら、町民の健康で文化的な生活を支えると

ともに、産業活動や生活機能の向上に必要なライ

フラインとして整備してきました。現在では水道

の普及率が 92.5％となっており、ほとんどの地区

で水道が利用できるようになりました。 

また、昭和 38 年の簡易水道創設当初から使用

している老朽化した施設・設備の耐力度診断では、

構造上健全であるとの結果であることから、給水

区域の認可変更を行いながら、計画的な施設・設

備の改修が求められています。 

これら浄水場施設の適正な維持管理と、配水管

の漏水防止対策を効率的に行うとともに、水資源

の保全と良質で安全・安心な水の安定供給に向け

た整備が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 

 
水源の保全と水の安定供給 

 水資源に対する認識を深め、節水意識の高揚を

図り、限りある水源の保全と水の安定供給に努め

ます。 

 

 
１．水源の保全対策の推進 

２．水の安定供給 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

※水源かん養林：水源の確保、洪水の防止、河川の保護などのための保安林 

町木「ニレ」 



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

 
１－１ 水源かん養林の育成、整備の推進 

上川北部森林管理署と締結した森林整備計画

に係る協定により、水源かん養機能保全のため維

持管理に努めます。 

２－１ 水の安定供給と管理業務の強化 

 安全・安心な水を供給するため、計画的に老朽

化した施設・設備の更新・改修を図るとともに、

定期的な水質検査を実施し、水質の保全に努めま

す。また、非常時に迅速に対応できる水道管理体

制の強化に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（★は重点プロジェクト） 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

水源の保全と水の安定供給【B-1】 
 １．水源の保全対策の推進【C-1】 

 水源かん養林の育成、整備の推進【D-1】 

２．水の安定供給【C-2】 

 ★水の安定供給と管理業務の強化【D-2】 

 

施策の内容 施策の体系 

簡易水道の普及状況

13年度 4,620人 4,222人 91.4% 359,517㎥

14年度 4,531人 4,197人 92.6% 346,859㎥

15年度 4,427人 4,132人 93.3% 339,240㎥

16年度 4,375人 4,042人 92.4% 327,839㎥

17年度 4,325人 3,978人 92.0% 320,238㎥

18年度 4,226人 3,892人 92.1% 310,980㎥

19年度 4,145人 3,837人 92.6% 303,348㎥

20年度 4,069人 3,764人 92.5% 295,346㎥

21年度 3,983人 3,683人 92.5% 287,573㎥

※平成17年度以降の行政人口は転出見込みを含む。 資料：建設課

行政人口 普及率給水人口
　　　　区分
　年度

年間給水量



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

２．道路網整備 

 

道路網の整備は、北海道縦貫自動車道の開通や

輸送体系の充実、本格的な車社会の到来など、交

通アクセス面での利便性が向上し、生活水準の向

上や生活圏の広域化が図られ、地域の産業や経済

に大きな影響を与えていることから、国や道と一

体となった整備を進めていく必要があります。 

町道については、生活道路としての改良・舗装

工事はほぼ完了し、既に 2次改修に着手しており

ますが、今後ますます高齢化が進むなか、段差の

ない歩道のバリアフリー化による交通弱者に配

慮した歩道の整備や、限られた財源を効率的・効

果的に活用するため、交通量や費用対効果を考慮

し、主要幹線道路をはじめとした計画的かつ早急

な町道の整備が求められています。 

広域幹線道路である国道 40 号については、歩

道・路肩拡幅の整備が一部未整備となっており、

道道については、歩道・路肩拡幅や一部直線化な

ど、市街地を含めた安全に配慮した 2次改修が必

要となっていることから、今後も引き続き要請を

行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町道の整備推進と広域幹線道路の整備促進 

交通弱者に配慮した安全な歩道の設置と交通

量や費用対効果を考慮した計画的な町道の整備

及び広域幹線道路の未整備箇所の整備を要請し

ていきます。 

 

 

１．町道の整備推進 

２．広域幹線道路の整備促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

道路の状況

舗装率 改良率

総数 291 407.0 250.3 61.5% 303.4 74.5%

国道 1 12.7 12.7 100.0% 12.7 100.0%

道道 6 54.4 49.2 90.4% 50.2 92.3%

町道 284 339.9 188.4 55.4% 240.5 70.8%

改良延長

単位：km

資料：建設課（平成22年4月1日現在）

種類 路線数 実延長
舗装延長

南 4丁目通バリアフリー化の様子 



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

 

１－１ 交通弱者に配慮した町道の整備 

 交通弱者に配慮したバリアフリーによる安

全・安心な歩道の整備と交通量や費用対効果を考

慮し主要幹線道路をはじめとした計画的な町道

の整備を進めます。 

２－１ 国道の整備促進 

 国道 40 号の歩道・路肩拡幅一部未整備区間の

整備について要請していきます。 

２－２ 道道の整備促進 

道道の歩道・路肩拡幅や一部直線化など、安全

に配慮した未整備区間の整備について要請して

いきます。 

２－３ 北海道縦貫自動車道の整備促進 

高速自動車道道北建設促進期成会や旭川名寄

間建設促進期成会と連携を図り、士別以北の整備

促進をめざします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（★は重点プロジェクト） 
《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

町道の整備推進と広域幹線道路の整備促進 

【B-2】 

 １．町道の整備推進【C-3】 
 ★交通弱者に配慮した町道の整備【D-3】 

２．広域幹線道路の整備促進【C-4】 
 国道の整備促進【D-4】 

道道の整備促進【D-5】 

北海道縦貫自動車道の整備促進【D-6】 

 
 
 

施策の内容 施策の体系 

道路整備の推移

年度 実延長 舗装延長 舗装率 改良延長 改良率

13年度 320.1 176.2 55.0% 207.8 64.9%

14年度 320.1 176.7 55.2% 208.8 65.2%

15年度 323.2 177.7 55.0% 212.2 65.7%

16年度 316.9 177.7 56.1% 212.2 67.0%

17年度 320.7 178.0 55.5% 216.2 67.4%

18年度 347.7 178.4 51.3% 224.8 64.7%

19年度 350.1 180.8 51.6% 227.2 64.9%

20年度 339.9 188.4 55.4% 240.5 70.8%

21年度 339.9 188.4 55.4% 240.5 70.8%

単位：km

資料：建設課（道路現況調書）



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

３．雪対策 

 

生活道路や歩道など住民の日常生活に欠かせ

ない冬期間の安全な交通の確保をめざし、除雪並

びに市街地の排雪を行ってきました。 

除排雪に対する住民からの苦情など減少傾向

にありますが、今後も交通安全に配慮した迅速で

効率的な除排雪体制としていく必要があります。 

また、これら重機械類の計画的な更新と高齢者

等にやさしくきめ細かな除排雪体制が求められ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迅速で効率的な除排雪体制の充実 

安全面と迅速で効率的な除排雪を進めるため、

重機械類の整備充実に努めるとともに、ライフラ

インの確保を図るため高齢者等にやさしい除排

雪体制の充実に努めます。 

 

 

１．除排雪体制の充実 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

町道における排雪作業の様子 



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

 

１－１ 重機械類の整備充実 

 迅速で効率的な除排雪を進めるため、重機械類

の整備充実を図ります。 

１－２ 除排雪業務の充実 

 除排雪の実施にあたっては、高齢者等にやさし

くきめ細かな除排雪に努めます。また、緊急豪雪

時の道路状況の把握と迅速な除排雪に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

迅速で効率的な除排雪体制の充実【B-3】 

 １．除排雪体制の充実【C-5】 
 重機械類の整備充実【D-7】 

除排雪業務の充実【D-8】 

 

 
 
 

施策の内容 施策の体系 

降雪量及び除排雪費の推移

降雪量
（cm）

除雪延
長

（km）

除排雪
費（千
円）

町の一般会
計に占める
割合（％）

町民一人
当りの経
費（円）

世帯当り
の経費
（円）

13年度 683 157.9 45,884 0.60% 9,932 25,074

14年度 798 157.9 48,337 0.69% 10,645 26,603

15年度 799 157.9 49,597 0.71% 11,204 27,585

16年度 819 157.9 51,292 0.81% 11,724 28,655

17年度 958 157.9 55,623 0.86% 12,908 31,284

18年度 728 157.9 51,176 0.86% 12,167 28,912

19年度 730 157.9 49,927 0.84% 12,112 28,319

20年度 645 157.9 51,727 0.88% 12,803 29,273

21年度 684 157.9 55,125 0.94% 13,892 31,356

※平成17年度より全面委託化 資料：建設課



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

４．公共交通 

 

町営バスの果たす役割は、高齢者の通院、買い

物や小中学生の通学など住民生活にかかせない

ものであり、現在は東和線・中和線・福原線・北

原線を運行していますが、乗客数がそれぞれ減少

しており、利便性と効率性の向上を確保するため、

利用者・地域・事業者の方々とバス運行のあり方

について検討し、地域の実情に応じた公共交通と

して確保していく必要があります。 

また、地域の過疎化が進行するなか、各種交通

機関の経営努力と国及び道の公的支援により地

方交通路線の確保が図られており、鉄道ではＪＲ

宗谷本線の特急が 1 日 6 本（上下線）運行され、

バスは名寄～旭川間を生活路線として、名寄～札

幌間を都市間として運行されています。これらの

交通機関は、通院や通学など町外に通う町民にと

って必要な交通機関であることから、今後も利便

性のＰＲと利用促進に努め各種交通機関を維持

確保していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな暮らしを支える交通体系の確保 

住民生活にかかせない交通手段として町営バ

ス運行体系の整備を進め、公共交通の運行体制の

維持に努めるとともに、各種交通機関の利便性の

確保に努めます。 

 

 

 

１．町営バスの適正運行 

２．各種交通機関の利便性の確保 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

各路線で運行している町営バス 



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

 

１－１ 町営バスの適正運行 

地域の実情に応じた地域交通のあり方として、

住民の利便性や効率性の向上をめざした町営バ

スの運行体系の検討を進めます。 

２－１ バス・鉄道路線の利便性の確保 

 通院や通学など町民の生活路線となるバス・鉄

道路線の利便性の確保を要請していきます。 

２－２ 高速交通アクセスの利便性の確保 

 高速バスやＪＲ特急、北海道縦貫自動車道和寒

インターチェンジなど恵まれた交通アクセスの

利便性のＰＲと利用促進に努め、各種交通路線の

利便性の確保を要請していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

豊かな暮らしを支える交通体系の確保【B-4】 

 １．町営バスの適正運行【C-6】 
 町営バスの適正運行【D-9】 

２．各種交通機関の利便性の確保【C-7】 
 バス・鉄道路線の利便性の確保【D-10】 

高速交通アクセスの利便性の確保【D-11】 

 
 

施策の内容 施策の体系 

バス路線別運行便数

中和線 福原線 北原線 東和線

路線バス 3便 3便 3便 3便

路線名

※中和線・福原線・北原線は3便ともにｽｸｰﾙ
ﾊﾞｽと併用運行。　　　　　　資料：建設課

バス利用状況

年度 中和線 東和線 福原線 北原線

13年度 4,423 3,840 7,149 3,978

14年度 4,073 3,024 4,470 3,385

15年度 3,826 3,304 4,755 3,005

16年度 3,965 2,979 5,395 3,486

17年度 5,275 2,728 4,783 4,623

18年度 4,228 2,411 5,355 4,171

19年度 5,371 2,225 8,031 5,734

20年度 4,163 1,798 8,611 4,748

21年度 3,649 1,740 8,177 4,769

※ｽｸｰﾙﾊﾞｽ利用人数含む。 資料：建設課

単位：人
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５．情報通信 

 

インターネットをはじめとする情報通信技術

は急速に普及し、高度情報化社会といわれる今日、

本町においてもこれまで、アナログによる防災行

政無線、インターネットを活用したホームページ

※での情報提供を行うなど、情報化時代に対応し

た通信網の整備を行ってきました。しかし、近年

の情報通信技術の発展に伴い光ケーブル等の高

速通信網が全国的に普及しておりますが、本町の

一部地域ではブロードバンド※が利用できない環

境にあることから、高速通信網に対応した情報通

信環境の整備が求められています。 

今後は、防災行政無線による地域防災や高齢者

の安否確認などの福祉対策といった総合的な情

報通信網の整備について検討する必要がありま

す。 

 また、国の施策により地上アナログ放送は平成

23 年 7 月で終了し、地上デジタル放送※へと完全

移行することになりました。これに伴い難視聴地

域となる西和地区、福原地区、朝日地区の一部、

東和地区、大成地区の一部の解消に向けて、国の

補助事業を活用して中和共同受信施設、西和中継

局、福原共同受信施設の整備を終えておりますが、

難視聴世帯への補助を行い、地上デジタル完全移

行に伴う支援を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

新しい時代を支える高度な情報通信の推進 

高度情報化社会に対応した施策の推進を図り、

質の高い行政サービスの提供に努めます。また、

ホームページを通じ、全国に地域情報を発信する

とともに、情報公開を積極的に推進します。 

 

 

１．地域の高度情報化の推進 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

※ホームページ：インターネット上で、さまざまな情報を提供するページ 

※ブロードバンド：光通信をはじめとする、高速・大容量のデータ通信が実現する

ネットワークサービスのこと 

※地上デジタル放送：地上波を利用したデジタルテレビ放送。従来のアナログ方式

のテレビ放送に比べ、高画質化や多チャンネル化を図ることができる 



 

 

【第１節 基盤整備計画】 

 

 

１－１ 防災無線の運用 

町民の生活に密着した情報を即時・正確に連絡

できるものとして有効活用するとともに、ブロー

ドバンド回線を利用した次期システム導入に向

けて検討します。 

１－２ インターネットを利用した情報発信 

高度情報化社会の利点を活かした地域情報の

発信や情報公開による情報の共有化など、インタ

ーネットを活用した情報発信や町民参画機会の

充実を図ります。また、光ケーブル等の高速通信

網の整備に向けた検討を進めます。 

１－３ 難視聴解消対策の推進 

 テレビデジタル放送難視聴地区解消のための

対策に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（★は重点プロジェクト） 
《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 
新しい時代を支える高度な情報通信の推進 

【B-5】 

 １．地域の高度情報化の推進【C-8】 
 防災無線の運用【D-12】 

★インターネットを利用した情報発信 

【D-13】 

難視聴解消対策の推進【D-14】 

 
 
 

施策の内容 施策の体系 



 

 

【第１節 生活環境整備計画】 

 

１．住環境 

 

核家族化や離農などによる世帯分離が進み、住

宅不足の解消を図るため、公営住宅の建設を進め

てきましたが、近年の人口減少に伴い公営住宅の

入居希望者数も減少傾向にあることから、既存公

営住宅の大規模な改修中心の整備を行い、適正な

管理戸数となるよう住宅環境の改善に努めてき

ました。また、住宅・建築物の耐震性の向上を図

り、地震による倒壊被害から町民の生命と財産に

対する被害を未然に防止することを目的に耐震

改修計画を定め、木造住宅の耐震診断と耐震改修

に対する補助事業を実施しています。 

今後は、和寒町公営住宅等長寿命化計画※に沿

って既存の公営住宅を活用しながら高齢者福祉

対策と連動した整備を行っていく必要がありま

す。また、安心して暮らしていくために必要な住

宅整備への支援や新規担い手等住宅の確保など、

移住定住を基本とした住宅政策の支援が求めら

れています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、公園については憩いややすらぎの場とし

て日常的なコミュニケーションの充実を図る役

割を果たしており、町民が快適に利用できるよう、

清掃をはじめ遊具等施設の点検整備など地域と

連携した公園の整備と維持管理が必要であると

ともに、美しい和寒町を将来へ引き継いでいくた

め、町民と一体となった環境美化活動を一層推進

する必要があります。 

 

 

安心して暮らせる住環境の整備 

公営住宅等長寿命化計画に基づく公営住宅の

整備と適正な維持管理を行うとともに、安心して

快適に暮らせる住宅環境の整備や定住へ向けた

住宅確保への支援に努めます。 

また、町民が快適に利用できるよう安らぎのあ

る公園の整備と維持管理に努めるとともに、美し

い和寒町を将来へ引き継いでいくため、町民と一

体となった環境美化の推進を図ります。 

 

 

１．公営住宅整備の推進 

２．住宅整備への支援 

３．定住に向けた住宅確保への支援 

４．公園の整備と維持管理 

５．環境美化の推進 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

住宅状況の推移 単位：戸

間借り

戸数 割合 公営借家 民営借家 給与住宅 寄宿舎他

平成2年 1,756 1,189 67.7% 363 75 114 15

平成7年 1,702 1,154 67.8% 381 61 102 4

平成12年 1,703 1,149 67.5% 403 56 81 14

平成17年 1,640 1,108 67.6% 404 63 56 9

年度

資料：平成17年国勢調査

持ち家 借家
総数

※公営住宅等長寿命化計画：公営住宅等の長期的な維持管理を実現するとともに、

修繕や改善の計画を定めコストの削減をめざすもの 



 

 

【第１節 生活環境整備計画】 

 

 

１－１ 公営住宅整備の推進 

和寒町公営住宅等長寿命化計画に基づく公営

住宅の整備と維持管理経費の縮減を図ります。 

２－１ 住宅整備への支援 

 町民の生命と財産を地震から未然に防ぐため

の耐震改修や省エネルギーによる環境に配慮し

た住宅整備への支援を進めるとともに、老朽化等

により景観保全や安全面に支障のある空き家住

宅の解消に向けた支援策の検討を進めます。 

２－２ 福祉対応型住宅への支援 

 介護が必要となっても住み慣れた住宅で安心

して生活することができるよう、介護保険法や補

助事業による住宅改修への支援を行います。 

３－１ 定住に向けた住宅確保への支援 

 移住等を計画する希望者への空き家住宅情報

の提供を進めるとともに、町外からの新規担い手

等定住希望者への住宅確保に向けた支援を行い

ます。 

４－１ 公園の整備と維持管理 

 町民が快適に利用できるよう、地域と連携した

安らぎのある公園の整備と維持管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－１ 環境美化の推進 

美しいまちづくり事業を中心とし、町民と行政

が一体となった環境美化への取り組みの推進を

図ります。 

 

（★は重点プロジェクト） 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

安心して暮らせる住環境の整備【B-6】 

 １．公営住宅整備の推進【C-9】 

 公営住宅整備の推進【D-15】 

２．住宅整備への支援【C-10】 

 住宅整備への支援【D-16】 

福祉対応型住宅への支援【D-17】 

３．定住に向けた住宅確保への支援【C-11】 

 定住に向けた住宅確保への支援【D-18】 

４．公園の整備と維持管理【C-12】 

 公園の整備と維持管理【D-19】 

５．環境美化の推進【C-13】 

 ★環境美化の推進【D-20】 

 

 

施策の内容 

施策の体系 

公営住宅管理戸数の推移 単位：戸

団地名
ひま
わり

若草
あか
しや

もみ
じ

しら
かば

西町
日ノ
出

朝日 東丘
西町
中央

ジュ
ネス

特公
賃

合計

13年度 74 124 70 46 16 16 12 12 24 8 52 8 462

14年度 70 124 70 46 16 16 12 12 24 8 52 8 458

15年度 70 124 70 46 16 16 12 12 24 0 52 8 450

16年度 72 124 70 46 16 16 12 12 24 0 52 8 452

17年度 72 124 70 46 16 16 12 8 20 0 52 8 444

18年度 72 124 70 46 16 16 12 8 20 0 52 8 444

19年度 72 124 66 46 16 16 12 8 20 0 52 8 440

20年度 72 124 58 46 16 16 12 8 20 0 52 8 432

21年度 72 124 46 46 16 16 12 8 20 0 52 8 420

資料：建設課（平成22年度）

公園の状況

名称 規模（㎡）

もみじ団地幼児公園 466

中央公園 916

若草公園 4,732

ひまわり団地児童遊園 1,680

しらかば団地幼児公園 297

資料：建設課



 

 

【第１節 生活環境整備計画】 

 

２．衛生環境整備 

 

和寒町公共下水道事業の水洗化率は 96％に達

し、下水道は衛生的で快適な生活を送るうえで欠

かすことの出来ない重要な施設であり、剣淵川な

ど公共水域の水質保全の面でも重要な役割を果

たしています。 

下水道終末処理場については、平成元年に供用

開始してから20年以上が経過していることから、

下水道事業計画の認可変更との整合性を図りな

がら、施設・設備の改築や更新を効率的かつ計画

的に進めなければなりません。 

また、下水道処理区域外の住宅等の合併処理浄

化槽については、浄化槽管理組合により適正な維

持管理が行われており、生活雑排水による公共水

域の水質汚染が防止され、生活環境の保全及び公

衆衛生の向上が図られています。 

さらに、下水道区域内未設置箇所の解消に向け

た水洗化の普及推進を図るとともに、し尿処理の

適正化に努め、快適な衛生環境の充実を図る必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快適な衛生環境の充実 

 下水道終末処理場の施設・設備の改築や更新を

計画的に実施するとともに、浄化槽管理組合を中

心とした合併処理浄化槽の適正な維持管理を支

援します。また、水洗化の普及推進とし尿処理の

適正化に努め、快適な衛生環境の充実を図ります。 

 

 

１．下水道終末処理施設の整備 

２．浄化槽の適正管理 

３．し尿処理の適正化 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

し尿処理状況

年度 し尿処理量 浄化槽処理量 計

13年度 880,230 375,100 1,255,330

14年度 709,460 442,600 1,152,060

15年度 594,360 545,500 1,139,860

16年度 505,760 525,200 1,030,960

17年度 416,760 616,200 1,032,960

18年度 383,600 695,000 1,078,600

19年度 343,690 669,000 1,012,690

20年度 325,300 672,500 997,800

21年度 272,040 560,900 832,940

資料：住民課

単位：リットル



 

 

【第１節 生活環境整備計画】 

 

 

１－１ 下水道終末処理施設の整備 

下水道終末処理場の電機設備等をはじめとす

る施設の機能診断を実施し、施設・設備の改築や

更新を計画的に整備します。 

２－１ 浄化槽の適正管理 

浄化槽管理組合を中心とした浄化槽の適正な

維持管理を支援します。 

３－１ 水洗化の普及促進とし尿処理の適正化 

下水道区域内の未設置解消に向けた水洗化の

普及推進を図るとともに、し尿汚泥の適正化によ

る公共水域の水質汚染を防止し公衆衛生の向上

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（★は重点プロジェクト） 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

快適な衛生環境の充実【B-7】 

 １．下水道終末処理施設の整備【C-14】 

 ★下水道終末処理施設の整備【D-21】 

２．浄化槽の適正管理【C-15】 

 浄化槽の適正管理【D-22】 

３．水洗化の普及推進とし尿処理の適正化 

【C-16】 

 水洗化の普及推進とし尿処理の適正化 

【D-23】 

 
 

施策の内容 施策の体系 

下水道普及状況

設 置 率 設置人口

人 ｍ 人 %  % 人 %

13年度 4,620 22,967.5 2,922 63.3 81.0 2,597 88.9

14年度 4,531 22,967.5 2,905 64.1 82.2 2,606 89.7

15年度 4,427 22,967.5 2,870 64.8 82.6 2,503 87.2

16年度 4,375 22,967.5 2,884 65.9 84.1 2,630 91.2

17年度 4,325 22,967.5 2,860 66.1 85.2 2,635 92.1

18年度 4,226 22,967.5 2,805 66.4 86.7 2,647 94.4

19年度 4,145 22,967.5 2,767 66.8 88.0 2,644 95.6

20年度 4,069 22,967.5 2,705 66.5 89.0 2,602 96.2

21年度 3,983 22,967.5 2,679 67.3 90.3 2,572 96.0

※平成17年度以降の行政人口は転出見込みを含む。

年   度
整備延長

資料：建設課

普 及 率 水洗化率処理人口行政人口
水洗便所
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３．ごみ処理 

 

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の

ライフスタイルのもとで、町民生活の物質的豊か

さや利便性は向上してきましたが、大量の資源や

エネルギーの消費による資源の枯渇化が懸念さ

れるとともに、ごみ処理に伴う環境負荷の増大等、

様々な問題が発生しております。 

このような社会状況のなかで、新しい時代にふ

さわしいまちづくりを推進していくためには、環

境への配慮も含め、町民の意識啓発などにより、

ごみの減量化、資源化を押し進める循環型社会を

構築していく取り組みが必要です。 

また、廃棄物最終埋立処分場やリサイクルセン

ター、１市２町で運営を行う広域生ごみ処理施設

の適切な施設運営と収集体制の充実を図るとと

もに、増大しつつある埋立ゴミの減量化に向けた

取り組みや今後の廃棄物処理体制について検討

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの減量と資源リサイクルの促進 

ごみを減量化する（リデュース）、一度使った

ものを繰り返し使用する（リユース）、ごみを分

別して再び資源として使う（リサイクル）という

｢３R 運動｣の普及に努め、環境への負荷を少なく

する循環型社会を構築するため、町民一人ひとり

が物を大切に使い、ごみを減らす意識の高揚を図

る取り組みを進めます。 

また、廃棄物処理施設の適切な施設運営と収集

体制の充実を図るとともに、ゴミの減量化を進め

ながら、今後の廃棄物処理体制について検討して

いきます。 

 

 

１．ごみの減量・資源リサイクルの促進 

２．廃棄物の処理体制の充実 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

東和の広域生ごみ処理場 
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１－１ ごみの減量・資源リサイクルの促進 

環境への負荷を少なくする循環型社会の構築

に向け、ごみの減量やリサイクルに関するパンフ

レットの作成・勉強会の開催等の啓発活動の充実

を図るとともに、ごみ有料化について検討してい

きます。 

２－１ 廃棄物の処理体制の充実 

 多様化するごみ処理に対応するため、収集体制

の充実やリサイクルセンター・広域生ごみ処理施

設・最終埋立処分場の適正な管理に努めるととも

に、将来を見据えた廃棄物処理体制について検討

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

ごみの減量と資源リサイクルの促進【B-8】 

 １．ごみの減量・資源リサイクルの促進【C-17】 

 ごみの減量・資源リサイクルの促進【D-24】 

２．廃棄物の処理体制の充実【C-18】 

 廃棄物の処理体制の充実【D-25】 

 
 

施策の内容 施策の体系 

埋立処理 生ごみ リサイクル 他施設での処理

13年度 2,392 743 0 442 1,207

14年度 1,876 545 102 319 910

15年度 1,228 361 296 556 15

16年度 1,095 427 245 393 30

17年度 1,105 462 237 375 31

18年度 1,086 515 212 333 26

19年度 1,109 536 217 320 36

20年度 1,194 666 201 293 34

21年度 1,252 711 181 332 28

資料：住民課

単位：トンごみ処理の状況

年度 ごみ処理量
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４．葬斎場・墓地 

 

葬斎場については、昭和 62 年に整備され、こ

れまで壁面・火葬炉などの修繕を行ってきました。

墓地については、町内４か所（松岡・中和・西和・

東和）で管理しており、これまで墓地内道路舗装

等の環境整備を実施してきましたが、今後も葬斎

場の計画的な機械設備の更新を行い、墓地を含め

た適切な管理運営に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葬斎場・墓地環境の整備推進 

葬斎場の適切な管理運営と墓参者の利便を考

え環境に配慮した墓地内の整備に努めます。 

 

 

１．葬斎場・墓地環境の整備推進 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

葬斎場 
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１－１ 葬斎場・墓地環境の整備推進 

 環境に配慮した葬斎場・墓地内の適正な管理運

営を行い、良好な環境の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

葬斎場・墓地環境の整備推進【B-9】 

 １．葬斎場・墓地環境の整備推進【C-19】 

 葬斎場・墓地環境の整備推進【D-26】 

 

施策の内容 施策の体系 

和寒町有墓地の現況

名　称 所　在　地 面積（㎡） 使用区画 残区画

松岡墓地 松岡194番地 24,400 858 166

中和墓地 中和659番地 24,597 529 526

西和墓地 西和106番地 8,234 104 63

東和墓地 東和243番地 6,400 122 162

資料：住民課（平成22年12月末現在）　



 

 

【第１節 生活環境整備計画】 

 

５．公衆浴場 

 

保養センターは、これまで多くの町民に入浴の

機会を提供し、保健衛生水準の維持向上に役立っ

てきたところですが、近年は公営住宅等にも浴室

が整備されるなど、年々利用者が減少しています。

さらに、昭和 55 年に建設され 30 年が経過し、機

械設備、配管などの老朽化と地下水位の低下によ

り鉄分等が多く検出されたことから、平成 22 年

に全て水道水へ切り替えを行っています。 

町民の保健衛生・健康維持のほか、町民相互の

交流の場としての役割を担うことができるよう

保養センター機能のあり方を検討し計画的な施

設整備と適正な管理運営を行っていく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆浴場の計画的な施設整備の推進 

町民の日常生活における保健衛生の向上や健

康維持を図り、町民相互の交流の場となるような

保養センター機能のあり方を検討し計画的な施

設整備の推進を図るとともに、適正な管理運営に

努めます。 

 

 

１．公衆浴場施設整備の推進 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

保養センター 
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１－１ 公衆浴場施設整備の推進 

利用者が快適な環境で入浴でき、町民相互の交

流の場となるような保養センター機能のあり方

を検討し計画的な施設整備を図るとともに、適正

な管理運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

公衆浴場の計画的な施設整備の推進【B-10】 

 １．公衆浴場施設整備の推進【C-20】 

 公衆浴場施設整備の推進【D-27】 

 
 
 
 
 

施策の内容 施策の体系 

保養センター利用状況

大人 中人 小人 計

13年度 6,752 481 55 7,288

14年度 6,198 152 47 6,397

15年度 6,014 120 51 6,185

16年度 6,136 88 32 6,256

17年度 5,339 45 12 5,396

18年度 5,184 60 16 5,260

19年度 4,342 82 8 4,432

20年度 3,205 95 4 3,304

21年度 2,577 85 20 2,682

年度
入　浴　者　数　（人）

資料：住民課
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６．地球温暖化対策 

 

地球温暖化による異常気象や自然災害の発生

など、世界的に環境問題に対する関心が高まるな

か、各自治体においても行政としての先導的・模

範的な役割を果たすことができるよう「地球温暖

化対策実行計画」を策定し、温室効果ガスの削減

に向けた取り組みを実施しています。 

 また、地球温暖化防止対策として注目されてい

る新エネルギーの導入促進を図るため、本町に適

した新エネルギーの活用策を示した「和寒町地域

新エネルギービジョン」を策定してきました。さ

らに、これらの取り組みをより推進するため、太

陽光発電や省エネルギー住宅改修、木質バイオマ

ス燃料ストーブに対する支援を行うための事業

化を図ってきました。 

 地域の自然を活かした、雪氷熱や森林資源など

を循環利用して得ることのできる新エネルギー

は、二酸化炭素の排出が少ないなど環境に対する

負荷が小さく、長期的・潜在的に一定の供給力を

担う可能性のあるクリーンエネルギーであり、地

域の保全と新規産業・雇用の創出等に極めて有効

であることからも、省エネルギーの取り組みと併

行して地球にやさしい新エネルギーの利活用を

推進することが重要です。 

 

 

 

 

環境にやさしい地球温暖化対策の推進 

行政として先導的模範的な役割を果たす「地球

温暖化対策実行計画」の着実な実行と地球温暖化

対策の意義を広めるため、地域への情報提供や啓

蒙啓発に努めるとともに、地域新エネルギービジ

ョンの策定により本町に適した新エネルギー施

策をより具体化するための施策の充実や必要な

支援策を推進します。 

 

 

１．地球温暖化対策の推進 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 



 

 

【第１節 生活環境整備計画】 

 

 

１－１ 地球温暖化対策の情報提供 

 行政として先導的、模範的に行っている温室効

果ガス排出抑制に向けた取り組みと、地球温暖化

対策をはじめとする環境問題の情報提供や啓

蒙・啓発を推進します。 

１－２ 環境にやさしいクリーンなエネルギー

の導入推進 

 地域新エネルギービジョンで重点プロジェク

ト導入案として掲げられた太陽光発電及び太陽

熱利用プロジェクト、森林系及び農業系バイオマ

ス利活用プロジェクト、雪氷熱利用プロジェクト、

新エネルギー普及啓発プロジェクトについての

導入について推進します。 

 特に、二酸化炭素の吸収源となる森林の整備に

より生まれる木質バイオマスと、基幹産業の農業

から生まれる農業系バイオマスのエネルギー化

により、環境にやさしい地産地消型の新エネルギ

ー施策について具体的な導入の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（★は重点プロジェクト） 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

環境にやさしい地球温暖化対策の推進【B-11】 

 １．地球温暖化対策の推進【C-21】 

 地球温暖化対策の情報提供【D-28】 

★環境にやさしいクリーンなエネルギーの

導入推進【D-29】 

 
 
 
 
 

施策の内容 施策の体系 

省エネルギー促進支援事業　実績

平成21年度 平成22年度

件数 件数

① 住宅用太陽光発電システム設置事業 33 8

② 木質バイオマス燃料ストーブ設置事業 － 1

③ 省エネルギー住宅改修事業 3 56

※平成22年度については、平成22年12月末現在の交付決定件数

資料：総務課



 

 

【第２節 消防・救急・防災・生活安全計画】 

 

１．消防・救急 

 

火災、救急、救助の出動件数は横ばいの傾向に

あります。しかし、近年の異常気象による、集中

豪雨や地震等の自然災害に対処することが求め

られています。 

救急業務では、救急搬送時間の短縮による救命

率の向上やへき地における救急医療体制の強化

などを図るため、平成 21年 10 月からドクターヘ

リ※による搬送が開始されており、住民を対象と

した救命講習の普及や隊員の研修、教育を実施し、

さらなる救命率の向上を図る必要があります。 

また、老朽化した消防車や消防施設等、消防職

団員の装備の更新が急務となっています。 

 平成 28 年までには、電波法の改正により、消

防無線をデジタル化へ移行するとともに消防通

信業務の一元化が課題となっています。 

 消防団については、機構改革は行ったものの、

人口の減少に伴い若手団員補充が困難なことか

ら、団員数の見直しが必要となります。 

 消防広域化については、管轄面積の広域化によ

り進展しておりませんが、大規模な災害に備えた

協力体制について検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

消防・救急体制の充実 

消防体制は、各種災害に対応できる人員、装備、

施設の充実に努めます。救急体制は、更なる救命

率向上のため救急隊員の継続した教育を図りま

す。消防団は、団員の入団を促進し、消防団の強

化をめざします。 

 

 

１．消防、救急体制の充実 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

※ドクターヘリ：救急専用の医療機器を搭載し、医師・看護師が乗り込んで患者の

もとに急行し、病院などに搬送する間に救命医療を施すことのできる救急ヘリコ

プター 

消防出初式の様子 
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１－１ 消防体制の整備 

 各種災害に対応できる消防車、資機材の更新と

市街地区外消火栓の更新、無線のデジタル化や通

信の一元化など消防施設等の整備を図ります。ま

た、若手消防団員の確保育成に努め、職団員協力

し災害に対応するための教育や各種訓練を実施

し、消防体制の強化を進めます。 

１－２ 救急業務の高度化 

 救急業務の更なる高度化の構築に向け、救急隊

員の知識、資質の向上に努めるため、継続した教

育を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

消防・救急体制の充実【B-12】 

 １．消防・救急体制の充実【C-22】 

 消防体制の整備【D-30】 

救急業務の高度化【D-31】 

 
 
 
 
 

施策の内容 施策の体系 

消防・救急

発生件数 損害見積額 出動件数 搬送人員

13年度 5件 13,891千円 206件 219人

14年度 4件 282千円 183件 181人

15年度 1件 1,482千円 240件 245人

16年度 3件 42,462千円 197件 192人

17年度 3件 95千円 183件 176人

18年度 2件 986千円 187件 178人

19年度 2件 10,005千円 208件 214人

20年度 5件 17,312千円 161件 157人

21年度 1件 885千円 164件 168人

火災
年度

救急

資料：士別地方消防事務組合消防署和寒支署
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２．防災 

 

近年、地球温暖化の影響も受けて、世界各地で

従来の想定を超えるような自然災害が頻発して

おり、国内においても各地で局地的な大雨や大き

な地震が発生し、長期的な避難生活を余儀なくさ

れるといった現状があります。本町では、近年全

町的な被害が伴う大きな災害が少なく、防災に対

する意識は全体的に希薄でありますが、大雨によ

る洪水に備え浸水等が想定される区域の住民が

迅速に避難できるようなハザードマップ※を作成

し、緊急時の避難体制や防災意識の向上に努めて

きています。また、時間的に余裕のない大地震や

大洪水などの警報を、国が直接市町村の防災行政

無線を通じて情報発信することのできる全国瞬

時警報システムを整備してきました。 

いつどこでも起こりうる災害に対して備える

ためには、自助・共助の役割が重要であり、防災

計画に基づき、必要最小限度の備蓄品の整備と各

種災害を想定した防災体制の確立を図るととも

に、住民の防災意識の高揚を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的な防災体制の強化 

 防災計画に基づく防災体制の強化と自主防災

組織をはじめとした住民の防災意識の高揚を図

ります。 

 

 

１．防災施設の整備、管理 

２．防災体制の整備 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

※ハザードマップ：一定の時間内に、ある地域に災害をもたらす自然現象が発生す

る確率を図にしたもの 
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１－１ 河川の整備 

 大雨による災害に備え、河川の整備改修を進め

ます。 

１－２ 管理監視体制の強化 

 主要河川の樋門管理人などによる監視体制の

強化のほか、水害、地震などの災害を未然に防止

するための情報伝達体制の整備や緊急時の備蓄

品の整備を行います。 

２－１ 防災意識の高揚 

 防災訓練の実施など自主防災組織の確立と防

災意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

総合的な防災体制の強化【B-13】 

 １．防災施設の整備、管理【C-23】 

 河川の整備【D-32】 

管理監視体制の強化【D-33】 

２．防災体制の整備【C-24】 

 ★防災意識の高揚【D-34】 

 
 
 
 
 

施策の内容 施策の体系 

主な災害発生と被害状況

発生年月日 災害種別 被害地域 被害状況

平成13年7月 大雨 西和・中和 農業被害（農作物）田34.43ha　畑16.42ha

平成13年9月 大雨 一円
農業被害（農作物）田31.18ha　畑34.86ha
町道法面崩壊2件
町道路面流失4件

平成16年9月 台風 三和・川西

農業被害（農作物）　田2.29ha　畑3.30ha
住宅被害17件
非住家被害34件 物置・車庫
農業用施設11件
営農施設26件　ビニールハウス

平成18年7月 大雨 朝日・日ノ出・中和・三和
床下浸水　納屋1棟
農業被害　浸冠水0.07ha

平成21年5月 霜 一円 農業被害（農作物）畑9ha

平成22年6月 大雨 大成
農業用施設15件
町道土砂撤去9件
河川土砂撤去1件

資料：総務課
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３．生活安全 

 

交通事故や犯罪のない安心した住みよい地域

社会の実現を図るため、関係機関団体が連携して

生活安全の向上に努めてきました。 

交通安全運動は、交通安全協会が中心となり行

政や交通指導員、警察、各種関係機関団体と連携

を図りながら、全国・全道の交通安全運動と連動

し 9 期 90 日の長期間各種運動を展開しており、

交通安全施設の整備や関係団体機関が実施する

交通安全運動を町民と一体となって取り組んで

います。また、町内の犯罪を未然に防止するため

の情報共有や必要な対策を講じるため生活安全

推進会議を設置し、防犯協会や交通安全関係団体

及び教育関係団体との連携強化による交通安

全・防犯体制の強化が図られてきました。 

町内には、国道・道道・高速道路が縦断してお

り本格的な車社会の到来とともに、交通の利便性

が向上する一方では、交通事故が発生しているこ

とや不審者情報などの犯罪を未然に防止するた

め、地域及び関係団体と一体となって、町民ぐる

みで町民が安全で快適な生活を実現することが

できるよう生活安全意識の高揚と必要な施設整

備を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

町民ぐるみの交通安全運動・防犯体制の強化 

 生活安全推進会議での情報交換や関係団体に

よる町民ぐるみの交通安全運動・防犯体制の強化

に努めます。 

 

 

１．交通安全運動・防犯体制の強化  

２．生活安全向上への連携強化 

 

 

現況と課題 

基本方針 

主要な施策 

交通安全少年隊による交通安全運動 
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１－１ 交通安全運動・防犯体制の強化 

 交通安全協会、交通安全指導員会、高齢者交通

安全クラブ、交通安全少年隊など交通安全運動を

推進している各種団体の活動を支援するととも

に、町内の犯罪を未然に防止するため、防犯協会

をはじめとする関係機関団体が連携し、家庭や地

域、職場と連携した交通安全運動・防犯体制の強

化を図ります。 

また、交通安全啓発看板の設置やデイライト運

動の推進を図るとともに、地域の実情に応じた防

犯灯の設置に向けた支援を行います。 

２－１ 生活安全向上への連携強化 

 生活安全推進会議での情報交換や関係団体に

よる交通事故・防犯対策により、町民が安全で快

適な生活を実現することができるよう、生活安全

全般の向上をめざした、関係機関団体の連携強化

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

町民ぐるみの交通安全運動・防犯体制の強化 

【B-14】 

 １．交通安全運動・防犯体制の強化【C-25】 

 交通安全運動・防犯体制の強化【D-35】 

２．生活安全向上への連携強化【C-26】 

 生活安全向上への連携強化【D-36】 

 
 
 

施策の内容 施策の体系 

交通事故の発生状況

国道 道道 町道

13年度 23 38 0 0 0 0 2,570

14年度 6 9 2 0 0 2 2,568

15年度 15 18 1 1 0 0 2,554

16年度 13 20 1 1 0 0 2,584

17年度 17 24 2 1 1 0 2,562

18年度 7 12 0 0 0 0 2,526

19年度 10 17 0 0 0 0 2,478

20年度 4 3 2 1 1 0 2,431

21年度 10 12 0 0 0 0 2,411

単位：件、人

運転免許
保有者数

資料：総務課（各年12月31日現在）

発生件数 傷者数 死者数



 

 

【第１節 産業振興計画】 

 

１．農業 

 

平成 22 年 3 月に新しい「食料・農業・農村基

本計画」が策定され、国はこれまでの規模の大き

い農業者を中心とする施策から、意欲ある多様な

農業者を支援する農政への転換を掲げ「国民全体

で農業・農村を支える社会の創造」を目標として

定められました。 

これまでの「経営所得安定対策等大綱」に基づ

き「水田・畑作経営所得安定対策」や「農地・水・

環境保全向上対策」の実施に加え、食料自給率の

向上と農業の多面的機能の維持、農業の持続的発

展を目的とした「農業者戸別所得補償制度」の本

格的実施を前に、平成 22 年度からコメを対象に

したモデル事業、産地確立交付金制度から交付基

準が大きく変化した「水田利活用自給力向上事

業」、それに伴う激変緩和措置が始まるなど、過

去 40 年余り続けてきた米の生産調整による未達

成地域や農業者へのペナルティ措置が廃止され、

新たに達成者等に対して米の所得補償を行うこ

とで需給調整の実効を期すこととなるなど農業

を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。 

また、近年の度重なる食品の偽装表示や輸入食

品の汚染などが、社会問題化し、消費者の安全・

安心に対する関心が高まるなかで、国産の農産物

が見直されています。 

さらに「食育基本法」や「循環型社会形成推進

基本法」などが制定され、安全や安心、健康、環

境といった観点からも、地域社会に根ざした農業

生産・消費を推進していくことが求められており、

消費者の食卓を意識した生産体制への転換、新し

い生活観や価値観に呼応し、地域特性を発揮した、

魅力と活力ある農業・農村の実現を図る施策が必

要です。 

 

 

大地を育む農業・農村の構築 

本町の農業生産は、恵まれた自然環境や地域の

特性を生かした中で水稲を基幹作物とし、畑作に

麦・豆類・甜菜を柱に、農業者の工夫と努力によ

る越冬キャベツ、作付面積日本一を誇る南瓜など

の野菜とメロン・花卉などの施設園芸を導入し、

適地適作を推奨するとともに乳牛・肉用牛などの

酪農・畜産を含め、より生産性と収益性の高い農

業展開をめざす必要があります。 

 近年は農業の担い手の減少、高齢化が深刻化し、

農畜産物の価格低迷をはじめ、ＷＴＯ農業交渉を

中心とする多角的貿易体制を補完するＦＴＡ（自

由貿易協定）・ＥＰＡ（経済連携協定）・ＴＰＰ（環

太平洋戦略的経済連携協定）、原油価格の高騰、

水資源の枯渇、地球温暖化の進行等による気象の

異変・災害の多発、食料需要の増大と多様化など

多くの課題が山積し、厳しい状況下にあります。 

 このような農業情勢の中にあって、今後とも農

業が安定的な食料を供給する役割を基本として

魅力ある農業の確立、多面的機能の維持、農業・

農村の安定的かつ持続的発展を図り、ゆとりある

農家経営と夢と活力ある農村を構築していきま

す。 

現況と課題 

基本方針 
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 そのためには生産性の増大を所得の増大に結

びつける生産の効率化、コスト低減、農地の整備

と流動化、機械の有効利用を進めていきます。ま

た、用排水や暗渠排水などの生産に直結する土地

基盤整備を進めるとともに、麦・大豆・甜菜など

土地利用型部門の輪作体系を確立しながら国の

施策の動きに的確に対応するとともに優良農地

の集約と集団化、連単化を促進し、耕種農家と有

畜農家の連携強化による循環型農業を進め、冷涼

な気候風土の特質を生かした良質・安全な農畜産

物の生産を図ります。特に担い手対策については、

認定農業者などの地域の農業を担う担い手の確

保・育成を図りながら、農家子弟の円滑な就農へ

の誘導や安定的な就農者数が見込まれるＵター

ン就農者確保対策、さらに農外からの新規参入へ

の支援策など、関係機関との連携をより強化し、

情報収集に努めるなど、総合的な担い手の育成・

確保対策に取り組みます。 

 

 

１．収益性の高い地域農業の展開 

２．多様でゆとりある農業経営の促進 

３．農業の担い手の育成、確保 

４．環境と調和した農業の促進 

５．豊かさと活力ある農村の構築 

６．食の安全安心の確保 

 

 

 

 

１－１ 農業所得の確保 

 農産物価格が低迷し、原油価格の高騰により燃

料、肥料等の生産資材が値上がりしているなかで、

農業所得の維持・拡大を図るためには、さらなる

コストの低減や生産管理の徹底による生産性の

向上を図り、個性ある産地づくりを進め、需要に

応じた高品質な農産物の生産を行わなければな

りません。また、そのための土づくりや輪作体系

の確立、農業生産施設・機械の計画的な整備等が

重要です。高収益性作物の導入や農産加工による

付加価値の向上など農家全体の所得の確保をめ

ざします。 

１－２ 生産基盤の計画的整備 

 農業生産の基盤である土地基盤の整備を推進

するため、計画的に国営、道営、団体営などの公

共事業を実施してきており、今後も環境との調和

に配慮した土地基盤整備事業を推進するととも

に、整備された土地改良施設のもつ多面的機能を

維持するため、地域住民が一体となった保全の取

り組みを支援し、土地改良区や農協など関係機関

と連携して維持管理に努めます。 

１－３ 農畜産物の販路拡大 

 輸入農産物の増加や産地間競争が激化する中

で、米についてはうるち米産地として生き残るた

めの、安全・安心な「売れる米づくり」を基本に

カントリーエレベーター※を利用した生産の効率

化、品質の均一化、ロット※の確保を行い、販売

先と確実に結びついた生産を推進します。また、

消費者ニーズや需要動向に即した農産物の生産

主要な施策 

施策の内容 

※カントリーエレベーター：穀物の乾燥・貯蔵・調整のための施設 

※ロット：生産の単位としての、同一種類の製品の集まり 
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と宣伝、積極的な販売活動の展開と新しい販路の

開拓により、産地から消費者までの効率的かつ低

コストな流通体制づくりの検討、地場農産物のブ

ランドづくりや農畜産物の付加価値向上を進め

ます。 

１－４ 鳥獣による農業被害の防止 

 年々エゾシカ、クマ、ハト、カラスなど有害鳥

獣による農業被害が拡大し、農業者の営農意欲の

低下や農業所得への影響が懸念されることから、

侵入防止柵の設置に対する支援、ハンターの育成

確保、エゾシカ捕獲に対する支援等を行い、個体

数の増加を防ぐ取り組みを推進します。また、本

町においても特定外来生物のアライグマの生息

が確認されていることから、防除従事者講習会の

開催により、特定外来生物に対する知識の取得と

箱ワナ設置技術の向上を図り、農作物の被害の防

止に努めます。 

１－５ 新たな技術開発の推進 

 農産物に対する関心の高まりや生産性と品質

向上の農業技術力を高めるために、農業改良普及

センターや農業活性化センターなど関係機関と

の連携を強化し、試験展示圃を利用した多収・高

品質を選定するための品種系統選定試験、普及指

導体制の充実、積雪寒冷な地域の実情にあわせた

農業技術の開発と普及を推進します。また、産業

連携による地域産業の新しい取り組みへの支援

と、新たに企業を起こす起業化の育成支援を進め

ます。 

２－１ 農地の利用集積 

 大幅な農業政策の転換による先行き不透明感、

農業者の高齢化や担い手不足を背景に、今後経営

規模の縮小を図る農業者や離農する農業者の農

地のなかには、引き受け手のない農地が増加する

ことが懸念されています。斡旋の主体である改善

組合の統合についても検討を図るとともに、耕作

放棄地や不作付地の解消と優良な農地の遊休地

化を防止するため、認定農業者等への利用集積を

図り、円滑な農地の流動化を推進します。 

２－２ 労働力の確保 

 規模拡大や高収益農産物の導入による農業経

営の複合化や農業従事者の高齢化により外部に

委託する新たな需要も増しています。機械の共同

利用などの効率化、農作業の受委託を効果的に行

うコントラクター組織など労働組織の充実やそ

れらを活用できる環境整備を行うとともに、経営

管理能力の向上や組織力を生かした経営規模の

拡大、人材の確保、福利厚生面の充実へつながる

農業経営の法人化を進めます。 

 また、町内の農業経験のある高齢者・女性等を

はじめ非農家などの多様な労働力の掘り起こし

を関係機関と連携し推進します。 

２－３ 金融対策の支援 

 農業経営の体質強化に向け、認定農業者などの

中核的農業者や農業者団体などの自主的な取り

組みに対し、制度資金による低金利、無担保、無

保証人、クイック融資等有利な資金の借入が円滑

に行われるよう関係機関と連携し支援するとと

もに、災害等の農業被害に対する町独自の利子補

給による支援を進めます。 

３－１ 多様な担い手の育成、確保 

 農家戸数の減少と高齢化が進行している本町

の農業と地域の活力を維持するためには、認定農
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業者制度の適切な運営、農業活性化センターの農

業研修生としての受入、新規就農者への支援、農

村生活体験事業の継続、わっさむ担い隊、集落支

援員制度の円滑な推進など他産業を経験した者

が就農できる機会を増やすなど多様な人材の育

成確保に努めるとともに、就農に至るまでの研修

体制の構築、資金調達や担い手の技術、経営能力

の向上等の取り組みを支援します。 

３－２ 女性が活躍できる環境づくり 

 女性が経営や地域の担い手として能力を発揮

していくために、農業経営者としての経営管理能

力や農業技術能力を高め、共同経営者としての位

置付けの明確化や労働環境の整備を推進すると

ともに農産加工や販売、ファームイン※経営など

女性の起業活動グループの支援や農村景観づく

りグループなどの育成を推進します。 

３－３ 高齢農業者の活用と福祉対策 

 高齢農業者の持つ生産技術や関連する諸活動

の豊かな経験を生かし、子どもの農業体験への活

用や、担い手に対する農業技術の承継、農業に関

する活動の継続と高齢者農業の役割分担を明確

にし、生きがい、健康づくりとして自分の能力に

応じた規模で農業を継続できる仕組みづくりを

構築するとともに地域社会を維持する担い手と

して高齢者を捉え、安全かつ快適な環境整備や福

祉の向上を推進します。 

４－１ 環境問題への対応 

 環境との調和に配慮した農業を一層推進する

ために、施肥基準や土壌診断に基づく堆肥等有機

物の施用など適切な施肥による土づくりや、農業

者や関係機関が実施する環境保全に向けた取組

に対する支援、雪氷熱エネルギーの新たな利用、

家畜排泄物の適正な処理、廃プラスチックの排出

量の削減や再資源化などを推進します。 

４－２ 有機物の循環利用の促進 

 廃棄系バイオマスである家畜排泄物や未利用

バイオマスである稲わら、籾殻、麦稈などの作物

残渣、食品残渣などについて、耕種農家と畜産農

家との連携による有効利用と地力増進を図るた

め、資源循環型農業を展開し、自然環境の保全に

努めます。 

５－１ 農村の環境整備と過疎化への対応 

 農業・農村の多面的機能を維持・継続するため

には、農業生産基盤の整備と交通、情報通信、衛

生などの生活環境整備と福祉の向上を総合的に

推進するとともに、幅広い地域住民の参画と連携

により、潤い、安らぎ、ゆとりなど心の豊かさが

感じられる住民活動を支援する取り組みを進め

ます。 

５－２ 魅力ある農村の構築 

 農村の豊かな自然や景観、歴史や文化等の地域

資源を活用した魅力ある農村を構築するため、観

光業との連携や関係機関と協力し移住体験事業

の実施や空き家住宅の情報提供、修学旅行生の農

業体験受入などによる農村のグリーンツーリズ

ム※への取り組みを支援します。また、農村の魅

力を感じることができるような移住体験や交流

事業などに活用できるような宿泊施設等の研究

に努めます。 

６－１ 農産物の安全確保の推進 

 消費者の安全・安心への期待に応え、生産者の

安全も守るため、関係機関と連携し、農業生産に
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おける農産物の安全性や品質の確保、環境負荷の

低減を目的に適切な生産方式、農作業ごとの生産

管理を実践する取り組みである、農業生産工程管

理手法（ＧＡＰ）の普及推進、残留農薬等に関す

るポジティブリスト制度※の徹底、トレーサビリ

ティシステム※導入など農産物の安全、環境への

配慮、生産者の安全、販売管理に関し適切な管理

と実践を推進します。 

６－２ 地産地消の推進 

 食の安全・安心への関心が高まるなか、学校給

食への地場農産物の使用、地元小学校等の児童・

生徒や地域住民を対象とした農作業体験など消

費者との連携・交流の取り組みから地場農産物を

地元で使用する地産地消の取り組みを推進しま

す。 

６－３ 食育の推進 

 生産者と消費者の交流や収穫体験などの農業

体験を通じ、食の楽しさや食べものの大切さなど

｢食｣について学ぶ機会を提供し、食や農業・農村

に対する関心や理解の促進のための啓発活動を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（★は重点プロジェクト） 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

大地を育む農業農村の構築【B-15】 

 １．収益性の高い地域農業の展開【C-27】 

 ★農業所得の確保【D-37】 

★生産基盤の計画的推進【D-38】 

★農畜産物の販路拡大【D-39】 

★鳥獣による農業被害の防止【D-40】 

新たな技術開発の推進【D-41】 

２．多様でゆとりある農業経営の促進【C-28】 

 農地の利用集積【D-42】 

労働力の確保【D-43】 

金融対策の支援【D-44】 

３．農業の担い手の育成確保【C-29】 

 ★多様な担い手の育成、確保【D-45】 

女性が活躍できる環境づくり【D-46】 

高齢農業者の活用と福祉対策【D-47】 

４．環境と調和した農業の促進【C-30】 

 ★環境問題への対応【D-48】 

有機物の循環利用の促進【D-49】 

５．豊かさと活力ある農村の構築【C-31】 

 農村の環境整備と過疎化への対応【D-50】 

★魅力ある農村の構築【D-51】 

６．食の安全安心の確保【C-32】 

 農産物の安全確保の推進【D-52】 

地産地消の推進【D-53】 

食育の推進【D-54】 

 

施策の体系 

専業・兼業農家数の推移 単位：戸

総農家戸数 専業農家 第1種兼業第2種兼業

平成2年 577 226 274 77

平成7年 501 209 223 69

平成12年 402 153 203 46

平成17年 322 135 154 33

平成22年 264 － － －

※平成22年より専業・兼業区分なし

資料：農林業センサス

※ファームイン：農家の家に宿泊し、農業体験や自然体験などを行う取り組み 

※ポジティブリスト制度：食品の残留農薬などに対する規制を強化した制度 

※トレーサビリティシステム：生産地や収穫日、農薬や飼料の種類のほか、加工、

流通経路などのデータを記録・管理するシステム 

※グリーンツーリズム：都市住民が農家などにホームステイして農作業を体験した

り、その地域の歴史や自然に親しむ余暇活動 
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農業従事者数及び経営耕地面積の推移

総面積 田 畑・樹園地

平成2年 2,374 4,597 2,808 1,789

平成7年 1,943 4,449 2,708 1,741

平成12年 1,636 4,288 2,577 1,711

平成17年 1,191 4,270 2,655 1,615

平成22年 967 4,130 2,507 1,623

農業従事者数（人）
経営耕地面積(ha)

資料：農林業センサス

作物別面積の推移

作物名 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

米 1,272 1,250 1,246 1,231 1,194 1,121 1,122 1,096 1,102

麦類 466 601 529 432 378 351 211 229 241

豆類 440 338 361 347 385 450 406 423 402

雑穀 0 0 0 0 0 0 0 8 12

いも類 68 64 58 57 59 54 68 58 63

野菜 607 675 651 793 845 912 1,007 1,054 1,104

花き 5 5 5 6 7 8 7 7 7

その他 1,551 1,461 1,343 1,513 1,233 1,279 1,350 1,328 1,297

合計 4,409 4,394 4,193 4,379 4,101 4,175 4,171 4,203 4,228

乳用牛 943 943 858 867 791 774 739 734 742

肉用牛 190 195 198 153 174 201 212 282 313

養豚 1,487 1,487 956 591 473 513 345 29 0

養鶏 0 0 0 0 0 0 0 130 0

合計 2,620 2,625 2,012 1,611 1,438 1,488 1,296 1,175 1,055

資料：産業振興課

耕
種

畜
産

（単位：ha、頭）
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２．林業 

 

森林は木材の生産のみならず、国土の保全、水

源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球

温暖化の防止、林産物の供給など、多面的な機能

の発揮を通じて、人々の生活及び経済の安定に重

要な役割を担っており、森林の適正な整備及び保

全を図ることが求められています。 

 戦後植林された人工林資源が利用可能な段階

を迎え、本町の森林資源量は年々充実しつつあり

ますが、健全な森林として維持するためには植栽、

保育、間伐などの施業を適切に行っていく必要が

あります。しかし、これら資源の利用は低調であ

り、木材価格も低迷が続くなど、林業生産活動の

停滞により林業経営を続けることが困難な森林

所有者や、林業経営意欲を失う森林所有者が増加

し、森林の有する多面的機能の低下が懸念される

状況となっています。 

また、国産の木材需要量は新築住宅着工戸数の

減少や景気悪化等の影響を受け低迷し、木材自給

率も 20％台で停滞するなど、我が国の木材需給の

動向は、本町木材産業においても厳しい状況とな

っています。 

このような中で、林業生産活動を継続し森林の

適切な整備を行っていくためには、木材は再生可

能な資源であり、エネルギー源として燃やしても

大気中の二酸化炭素の濃度に影響を与えない「カ

ーボンニュートラル※」な特性を有している資源

であることから、森林の保育過程で発生する間伐

材や林地残材等を最大限に利用しつつ、地域材を

地域で使う地材地消の取り組みを促進し、二酸化

炭素の吸収源である森林の適切な整備を行う施

策が必要です。 

 そのためには、森林の多面的機能が充分に発揮

でき、人や環境にやさしく優れた資材を安定供給

できる循環型の森林整備を促進し、地球温暖化の

防止に貢献する森林の吸収源対策を促進する施

策が必要です。 

 

 

大地を育む北の森づくり 

近年、地球温暖化防止対策として二酸化炭素の

吸収源でもある森林の適正な整備の推進に加え、

人々の緑資源に対する関心から、自然との交流や

癒しの空間など、自然環境の維持、保健休養の場

としての整備を図る必要があります。 

 そのためには、森林資源の整備充実を計画的、

積極的に取り組むとともに、森林資源の多様な高

度利用を促進します。 

 これらの条件整備を総合的に推進するため、町、

森林組合、森林所有者はもとより、町民や事業者

等が一体となって計画的な整備と森林資源の有

効利活用に向かって、森林資源の現況、社会的諸

条件を考慮して推進するものとします。 

 

現況と課題 

基本方針 

※カーボンニュートラル：植物や植物を原料とするバイオエタノールなどを燃やし

て出る二酸化炭素は、植物が生長過程に吸収した二酸化炭素と同量で温室効果ガ

スを増やすことにはならず、環境破壊にはつながらないという考え方 
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１．間伐、保育その他森林整備の促進 

２．森林施業の共同化の促進 

３．林業従事者の養成、確保 

４．林業等作業路網の整備 

５．林産物の利用促進 

 

 

１－１ 木材生産と調和した多機能発揮のため

の計画的整備 

森林の発揮する木材生産機能や保健休養機能

などの多様な機能を発揮するための森づくりを

推進し、林業経営の近代化と林業管理者の安定化、

環境整備と併せて森林の有する水源かん養機能

の拡充、山地災害の防止・復旧、保安林整備など

総合的な森林整備を計画的に進めます。 

１－２ 森林所有者の整備促進啓発 

 森林整備の促進にあたってはまとまりのある

施業規模を確保し、施業の効率化、コスト低減を

図ります。そのためには、森林所有者の森林整備

意欲の啓発とともに、町外在住森林所有者に対し、

森林施業推進の働きかけを行い適正な施業の確

保を進めるほか、適正な施業が見込めない森林を

町有林として取得し、森林整備を進めます。 

２－１ 森林施業のための組織づくり 

 少ない面積の森林所有者であっても集団的な

森林施業や団地化による計画的な森林整備の実

施に向けて、森林組合への長期的経営を委託する

など定期的かつ総合的な森林整備を促進します。 

２－２ 施業効率化に向けた団地化推進 

 民有林の約 84％を占める私有林のうち約 48％

が人工林で、伐期を迎える森林も多くなっていま

す。除間伐などの保育を行いつつ、伐採、植栽、

下刈、除間伐といった循環型施業と合理的森林経

営を進めるためには、施業の計画化と共同化を図

り、団地共同森林施業計画を樹立して進めます。 

２－３ 森林組合との連携 

 民有林の循環型施業や総合的な森林整備を促

進するため、森林所有者への計画的な適期森林施

業について森林組合と連携して進めます。 

３－１ 林業の担い手育成の取り組み 

地域における森林資源の有効活用や森林施業

の合理化を図り、林業活性化を促進するため、担

い手育成に向けた町民植樹祭の開催、先進地視察

調査や関係機関と連携した各種研修会等に積極

的に参加するなど、地域に合った森林施業を進め

るため林業従事者の技術向上及び林業事業者の

育成を図り、近代的林業経営の推進と林業経営基

盤の整備により、生活環境と密着した林業経営を

推進します。 

４－１ 幹線林道の適正維持管理 

 森林整備に必要な施設整備を行う基本方針と

して、幹線林道の整備が重要であることから、今

後予想される各種林業機械の移動、集約的な作業

を推進するため、幹線林道の補修等を含めた適正

な維持管理に努めます。 

４－２ 林内路網の整備 

 今後予想される高性能林業機械の効率的な運

用やコスト低減の林業経営及び各種作業内容に

対応する林内路網の計画的な整備を進めます。併

主要な施策 

施策の内容 
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せて林内路網と幹線林道を活用し、間伐材等未利

用資源の有効利用に向けた搬出体制を推進しま

す。 

５－１ 低質材・間伐材の有効利用 

 森林の循環型施業を推進し、下刈や間伐などの

保育施業の促進徹底を図り、木材成長量の増加と

二酸化炭素吸収減対策を進めます。また、低質材

や間伐材をはじめ枝などの林地残材となる資材

の有効利活用に向け、木質バイオマス燃料の製造

と利用について地材地消による地域の生活環境

整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（★は重点プロジェクト） 

《基本方針》《主要な施策》《施策の内容》 

大地を育む北の森づくり【B-16】 

 １．間伐、保育その他森林整備の促進【C-33】 

 ★木材生産と調和した多機能発揮のための

計画的整備【D-55】 

森林所有者の整備促進啓発【D-56】 

２．森林施業の共同化の促進【C-34】 

 森林施業のための組織づくり【D-57】 

施業効率化に向けた団地化推進【D-58】 

森林組合との連携【D-59】 

３．林業従事者の養成、確保【C-35】 

 ★林業の担い手育成の取り組み【D-60】 

４．林業等作業路網の整備【C-36】 

 幹線林道の適正維持管理【D-61】 

林内路網の整備【D-62】 

５．林産物の利用促進【C-37】 

 低質材・間伐材の有効利用【D-63】 

 

 

 

 

施策の体系 

町民植樹祭の様子 


